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１  趣 旨  

  こ の 要 領 は ， ス ポ ー ツ の 分 野 に お い て 優 秀 な 成 績 を 収

め た 個 人 又 は 団 体 を 顕 彰 し ， も っ て 市 民 の 競 技 ス ポ ー ツ

に 対 す る 意 識 の 高 揚 と 競 技 力 の 向 上 を 図 る と と も に ， 本

市 の ス ポ ー ツ の 推 進 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

２  対 象  

 ( 1 )  顕 彰 は ， 全 国 大 会 以 上 の 競 技 大 会 に お い て 優 秀 な 成

績 を 収 め た 個 人 及 び 団 体 で あ っ て ， 次 の い ず れ か の 要

件 に 該 当 す る も の に つ い て 行 う も の と す る 。  

  ア  柏 市 内 に 設 置 す る 学 校 （ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年

法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 ） に 在 学 す る

個 人 又 は 当 該 個 人 に よ り 組 織 さ れ る 団 体  

  イ  柏 市 内 に 所 在 す る 事 業 所 に 勤 務 す る 個 人 又 は 当 該

個 人 に よ り 組 織 さ れ る 団 体  

  ウ  柏 市 内 に 住 所 を 有 す る 個 人 又 は 当 該 個 人 に よ り 組

織 さ れ る 団 体  

  エ  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め た も の  

 ( 2 )  対 象 と な る 大 会 は ， 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

  ア  国 際 大 会 ： オ リ ン ピ ッ ク 等 の 国 際 的 規 模 の 大 会 で

次 の も の  

   ( ｱ )  オ リ ン ピ ッ ク 大 会  

   ( ｲ )  世 界 選 手 権 大 会 （ ジ ュ ニ ア 大 会 含 む ）  

   ( ｳ )  ア ジ ア 大 会 （ ジ ュ ニ ア 大 会 含 む ）  

   ( ｴ )  パ ラ リ ン ピ ッ ク 大 会  

  イ  全 国 大 会 ： 県 予 選 会 ， 選 考 会 な ど の 選 抜 手 続 き を

経 る 全 国 的 規 模 の 大 会 で 次 の も の  

   ( ｱ )  国 民 体 育 大 会  

   ( ｲ )  文 部 科 学 省 が 主 催 す る 選 手 権 大 会  

   ( ｳ )  公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会 加 盟 の 中 央 競 技

団 体 が 主 催 す る 選 手 権 大 会  



   ( ｴ )  公 益 財 団 法 人 日 本 障 が い 者 ス ポ ー ツ 協 会 及 び 当

該 協 会 に 加 盟 す る 団 体 が 主 催 す る 選 手 権 大 会  

   ( ｵ )  全 国 小 ・ 中 ・ 高 等 学 校 体 育 連 盟 が 主 催 す る 選 手

権 大 会  

   ( ｶ )  全 国 高 等 学 校 野 球 連 盟 が 主 催 す る 選 手 権 大 会  

  ウ  そ の 他 特 に 市 長 が 必 要 と 認 め た も の  

 ( 3 )  対 象 と な る 成 績 は ， 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

  ア  国 際 大 会 に お け る 入 賞  

  イ  全 国 大 会 に お け る 第 ３ 位 ま で の 入 賞  

３  顕 彰 の 方 法  

  顕 彰 は ， 記 念 品 （ 楯 ） を 授 与 す る こ と に よ り 行 う 。  

４  顕 彰 の 時 期  

  顕 彰 は ， 当 該 年 度 の 大 会 の 実 績 に 基 づ き ， 年 度 末 に 行

う 。  

５  推 薦  

  市 内 の ス ポ ー ツ 団 体 及 び 学 校 等 関 係 団 体 は ， 顕 彰 に 該

当 す る と 認 め ら れ る 個 人 又 は 団 体 が あ る と き は ， 別 に 定

め る 柏 市 ス ポ ー ツ 顕 彰 候 補 者 推 薦 調 書 （ 別 記 第 １ 号 様

式 ） に よ り 市 長 に 推 薦 す る も の と す る 。  

  な お ， 団 体 競 技 に つ い て は ， 団 体 で の 推 薦 を 基 本 と す

る 。  

６  委 任  

  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が

別 に 定 め る 。  

 

  附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 ２ 項 の 規 定 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に

開 催 さ れ る 大 会 等 に 係 る 推 薦 に つ い て 適 用 し ， 同 日 前 に



開 催 さ れ た 大 会 等 に 係 る 推 薦 に つ い て は ， な お 従 前 の 例

に よ る 。  

  附  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 元 年 ９ 月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  


